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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、使用者の皮膚に向けられる側面に、金属療法効果を提供するように構成さ
れた金属又は半金属からなる糸で作られたニット列（２）又はニット列部分を有するニッ
ト部を備え、皮膚に接触して装着されることにより、金属療法効果を提供するように構成
された衛生品であって、
　上記金属又は半金属からなる糸は、使用者の皮膚に接触して金属療法効果を提供するシ
リコンからなる糸と、銅からなる糸と、亜鉛からなる糸とで構成されることを特徴とする
、衛生品。
【請求項２】
　金属療法効果を提供するシリコンからなる糸と、銅からなる糸と、亜鉛からなる糸とで
構成される上記ニット列（２）又はニット列部分は、ニット部の編地において、ニット列
（２）に対して横方向に相互に間隔をあけて配置されていることを特徴とする、請求項１
に記載の衛生品。
【請求項３】
　上記ニット列（２）又はニット列部分は、ニット部の列に対して横方向に交互になって
いる少なくとも２種類の列又は列部分（２ａ、２ｂ，２ｃ）を備え、
　各種類の列又は列部分は、金属療法効果を提供し、かつ、他の種類のニット列（２）又
はニット列部分と異なる種類の金属糸で形成されていることを特徴とする、請求項１に記
載の衛生品。
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【請求項４】
　金属療法効果を提供するシリコンからなる糸と、銅からなる糸と、亜鉛からなる糸とで
構成される上記ニット列（２）又はニット列部分は、天然糸又は合成糸で作られたニット
列（３）とメッシュ状になって交互になっていることを特徴とする、請求項１に記載の衛
生品。
【請求項５】
　上記天然糸又は合成糸に、銅、亜鉛のうち少なくとも一種類の金属が埋め込まれている
ことを特徴とする、請求項４に記載の衛生品。
【請求項６】
　上記ニット列（２）又はニット列部分を有するニット部を備えたフットレットとして構
成されていることを特徴とする、請求項１に記載の衛生品。
【請求項７】
　上記ニット列（２）又はニット列部分を有するニット部を備えた靴下として構成されて
いることを特徴とする、請求項１に記載の衛生品。
【請求項８】
　上記ニット列（２）又はニット列部分を有するリストバンデージ、足首用バンデージ、
ボディーベルト又は肩を保護するバンデージ等として構成されていることを特徴とする、
請求項１に記載の衛生品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、皮膚に接触して装着されることにより、金属療法効果を提供するように構成さ
れた衛生品に関する。
【０００２】
【発明の開示】
金属療法の基礎となる理論は、人体をボルタパイルに例えるものである。その根拠は、陽
性金属板（例えば、銅）が脊髄部に、陰性金属板（例えば、亜鉛）が腹部にあてられて、
この２枚の金属板が、マイクロアンメーターの２本の電極に接続された場合、電流が、２
枚の金属板の間を（すなわち、人体を通って）流れていることが観測されるという記録に
基づいている。
【０００３】
導電線で２枚の金属板を連結させることにより、イオン化とともに人体内部に短絡が生じ
、結果、陽性金属のイオンが、被験者の体内を通り抜ける。
【０００４】
金属板がお互いに電気で接続されていなくとも、より遅く、より小さな範囲ではあるもの
の、この通り抜けは、起こり得る。
【０００５】
痙攣は、毛細血管を詰まらせる白血球の目詰まり（凝集）が原因となって発生するもので
あるが、身体を通り抜ける金属微量元素は、痙攣が起きた自律神経の末端に作用して、結
果として、全身循環において死んだ白血球又は溶解された白血球を除去して、痙攣を緩和
させることができる。
【０００６】
実質的に、この理論によれば、皮膚の表面に陽性金属および陰性金属をあてると、微量の
電流が発生し、一定の不足又は慢性的な機能障害や神経障害（そこでは、酸性症となって
いる。）を治し、あるいは、改善することが可能となる。基本概念は、人体、組織、体液
を乾電池に含まれる液体又は化合物として使用し、２種類の金属（陽性および陰性）を用
いて、身体を本物のボルタパイルに構成することである。
【０００７】
生きている人間の電解液は、多かれ少なかれ、酸性であり、個々の酸性度にもよるが、“
人間パイル”は、それに応じて、活発に働いたり又は働かなかったりする。それゆえ、電
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流の強さは、器官の酸性症によって決まるので、生じる細胞内の電流は、自動調節するこ
とができる。
【０００８】
金属療法により得られる効果には、
--身体の全体刺激、
--栄養機能の刺激、
--残留物や凝集の自然除去又は自発的除去、
--血液循環の改善、
--種々の苦痛の和らげ、
--元気の回復、が挙げられる。
【０００９】
特に、銅・亜鉛を組合せて使用すると、リュウマチ痛の発生を予防し、感情面でのストレ
ス状態を軽減できる。また、シリコンを使用すると、過剰な発汗を防ぎ、しかも、皮膚を
乾燥させることなく、その弾力性および柔軟性を保つことができる。
【００１０】
この理論を根拠として、本発明の目的は、皮膚に接触して装着されることにより、金属療
法効果を提供するように構成された衛生品を提供することである。
【００１１】
さらに、本発明の目的は、編機又は靴下編機（hosiery knitting machine）により生産さ
れる衛生品を提供することである。
【００１２】
もうひとつの本発明の目的は、他より安いコストで製造される衛生品を提供することであ
る。
【００１３】
以下でより明らかになる本発明の目的は、使用者の皮膚に接触して装着されることにより
、金属療法効果を提供するように構成された衛生品によって達成される。本発明の衛生品
は、ニット部を備え、上記ニット部は、少なくとも、使用者の皮膚に向けられる側面に、
金属療法効果を提供するように構成された金属又は半金属（metalloid)からなる糸で形成
されたニット列又はニット列部分を有する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明のさらなる特徴と有利な点は、後述する本発明の衛生品の詳細な説明から、より明
らかになる。
【００１５】
図を参照に、図示した実施例において参照数字１で示されたフットレットで構成されてい
る本発明の衛生品は、ニット部を備える。このニット部は、少なくとも、使用者の皮膚に
向けられる側面に、金属療法効果を提供するように構成された金属又は半金属からなる糸
で形成されたニット列２又はニット列部分を有する。
【００１６】
金属又は半金属は、糸の形態で提供されてもよく、その場合には、編むことで直接的にニ
ット列２又は列部分を形成することができる。金属又は半金属が、粉末状、繊維状、微粒
子状の形態で、天然繊維糸又は合成繊維糸の中に埋め込まれて、この糸で列２又は列部分
を形成してもよい。
【００１７】
列２又は列部分を構成する糸の金属又は半金属は、銅および（又は）亜鉛および（又は）
シリコンで構成されていることが望ましい。
【００１８】
そのような材料で作られたニット列２又はニット列部分は、ニット列が配列されている方
向に対して横方向（横断方向）に相互に間隔をあけて配置されていることが望ましく、天
然糸又は合成糸で形成されたニット列３と交互になってメッシュ状になっている。
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【００１９】
ニット列２又は列部分は、少なくとも２種類あると好都合であり、それらは、金属療法効
果を有する金属又は半金属からなる異なる糸で作られ、ニット部の列に対して横方向に交
互になっている。
【００２０】
例えば、銅糸および亜鉛糸を用いてそれぞれ形成された２種類の列２又は列部分２ａ、２
ｂを提供することができる。ニット部には、そのような金属で作られ、天然糸又は合成糸
で作られた列３と交互になってメッシュ状になっている列２ａ、２ｂがある。これらの金
属で作られた糸で形成されたニット列だけを考慮に入れ、個々の列に対して横方向にニッ
ト列を見ていくと、銅の列２ａ又は列部分と亜鉛の列２ｂ又は列部分があり、列２ａ又は
列部分は、列２ｂ又は列部分と交互になっている。
【００２１】
所望の金属療法効果に応じて、金属又は半金属からなる糸で形成された異なる種類の列又
は列部分を、例えば、列２ａ、２ｂ、２ｃの３種類にしてもよい。列２ａ、２ｂ、２ｃは
、銅糸、亜鉛糸、シリコン含有の糸でそれぞれ形成され、天然糸又は合成糸で形成された
ニット列３と交互になってメッシュ状になり、お互いと交互になっている。
【００２２】
任意に、金属又は半金属からなる糸で作られた個々の列２又は列部分を使用して、金属療
法効果を奏する代わりに、お互いとメッシュ状になり、切れ目のない天然糸又は合成糸で
作られたニット列３とメッシュ状になっている列２又は列部分の集合を使用してもよい。
【００２３】
図示した実施例においては、衛生品は、フットレットで構成されているが、明らかに別の
形態で構成されていてもよい。例えば、靴下、又はリストバンデージ、足首用バンデージ
、膝用バンデージ、ボディーベルト、肩を保護するバンデージ等のような伸び縮みのする
バンデージである。
【００２４】
本発明の衛生品を使用する場合、列２又は列部分の材料となる金属又は半金属が、使用者
の皮膚に接触することにより、上記の金属療法効果を実現することができる。さらに、こ
れは、ニット部によって構成された物品であるので、金属療法効果を有する金属又は半金
属は、まったく不快感を与えることなく、使用者の皮膚に継続的に接触した状態を維持す
ることができる。
【００２５】
本発明の物品が靴下又はフットレットで構成されている、特定の場合には、銅、亜鉛、お
よびシリコンの組み合わせの作用によって、血液循環、関節痛又はリュウマチ痛の予防又
は軽減、発汗の調節に関する局部レベルの有益な効果および感情面でのストレス状態の軽
減に関する全身レベルの有益な効果を得ることができる。
【００２６】
実際のところ、金属又は半金属からなるニット列によって、使用者に金属療法効果を実現
することができるので、本発明の衛生品は、意図した目的を完全に達成することが観察さ
れた。
【００２７】
本発明の物品のもうひとつ有利な点は、使用者にまったく不快感を与えることなく一定の
金属療法効果を奏することである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　フットレットで構成された本発明の衛生品の斜視図である。
【図２】　本発明の衛生品を構成するニット部の部分拡大図である。
【符号の説明】
１　　フットレット
２　　ニット列
２ａ　銅のニット列
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２ｂ　亜鉛のニット列
２ｃ　シリコンのニット列
３　　天然糸又は合成糸のニット列

【図１】

【図２】
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